
件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長

陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者

表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙

管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長 給排水係長給排水係長給排水係長給排水係長給排水係長給排水係長給排水係長

１／７１／７１／７１／７１／７１／７１／７

石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検

石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検石垣（７）給水設備保守点検

工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画



件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 図 示図 示図 示図 示図 示図 示図 示

　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書

仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書

　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地

２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所

３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要

４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間

５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項

　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。　　責任において速やかに原形に復旧するものとする。

６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項

 (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の (2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の

 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。

 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以 (1)　本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以

　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。　　下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。

　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。　　本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における給水設備の保守点検（１回／年）を実施する。

 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。 (3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は担当官と協議の上実施するものとする。

 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。 (5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うものとする。

 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写 (6)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写

　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ　　真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。そ

　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　の際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。

 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。 (1)　作業実施日について、事前に担当官と協議の上実施するものとする。

機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称 数　量数　量数　量数　量数　量数　量数　量 場　所場　所場　所場　所場　所場　所場　所

形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５形　　式　ＫＦ２－６５Ｒ４Ｅ５．５

給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ

消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ 製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所

製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所製造者名　株式会社川本製作所

形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ形　　式　ＫＴＹ１２５６Ａ２ＭＥ２２Ｆ

１台１台１台１台１台１台１台

１台１台１台１台１台１台１台

１台１台１台１台１台１台１台残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計 製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）製造者名　株式会社堀場アドバンスドテクノ（ＨＯＲＩＢＡ）

形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型形　　式　ＨＲ－２００ＲＴ型

次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ次亜塩素酸注入ポンプ

形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型形　　式　ＶＬ－５１ＡＷ－Ｆ－１－３型

１台１台１台１台１台１台１台

２台２台２台２台２台２台２台

自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤

２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物

仕　様仕　様仕　様仕　様仕　様仕　様仕　様

 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。 (2)　保守点検を行う給水設備の仕様は、下表のとおりとする。

　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。　　イ　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。

　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。　　ウ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。

　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。　　エ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。

　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含　　ア　保守点検の事項は、共通仕様書「第５節　給排水衛生機器　表４．５．７」の１年点検（６月毎点検含

　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。　　　む）に基づき実施する。

　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点　　オ　異常を発見した場合は、担当官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点

　　　検を実施する。　　　検を実施する。　　　検を実施する。　　　検を実施する。　　　検を実施する。　　　検を実施する。　　　検を実施する。

 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。 (3)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。

　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。　　カ　機器毎の細部点検内容は、下表のとおりとする。

〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認

〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）〇揚程確認（給水、起動）

〇小水量停止確認〇小水量停止確認〇小水量停止確認〇小水量停止確認〇小水量停止確認〇小水量停止確認〇小水量停止確認

〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認〇追従・解列運転確認

〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認〇故障代替運転確認

〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認〇ポンプ部メカニカルシール確認

〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認〇ポンプ部運転音確認

〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認

〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認〇逆止弁動作確認

〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認

〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認〇圧力タンク封入圧力確認

機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称 点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容 機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称 点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容点検内容

給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ給水ポンプ 消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ消火ポンプ 〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認〇電動機部絶縁抵抗確認

〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）〇運転圧力確認（締切・吐出・吸込）

〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認〇運転電流確認

〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）〇運転音確認（ポンプ部、電動機部）

〇振動確認〇振動確認〇振動確認〇振動確認〇振動確認〇振動確認〇振動確認

〇軸封確認〇軸封確認〇軸封確認〇軸封確認〇軸封確認〇軸封確認〇軸封確認

（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）（メカニカルシール・グランドパッキン）

〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）〇軸継手確認（芯狂い､カップリングゴム）

〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認〇制御盤動作確認

〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）〇警報確認（液面、故障）

〇バルブ類確認〇バルブ類確認〇バルブ類確認〇バルブ類確認〇バルブ類確認〇バルブ類確認〇バルブ類確認

残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計残留塩素計 〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換

フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、フィルター、ビーズ、Ｏリング、

カソード電極カソード電極カソード電極カソード電極カソード電極カソード電極カソード電極

〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）〇配管確認（水漏れ、汚れ）

〇バルブ確認〇バルブ確認〇バルブ確認〇バルブ確認〇バルブ確認〇バルブ確認〇バルブ確認

〇減圧弁確認〇減圧弁確認〇減圧弁確認〇減圧弁確認〇減圧弁確認〇減圧弁確認〇減圧弁確認

〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認

〇校正〇校正〇校正〇校正〇校正〇校正〇校正

次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入次亜塩素酸注入

ポンプポンプポンプポンプポンプポンプポンプ

自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤自動制御盤

〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換〇消耗部品交換

Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、Ｏリング、ボールベアリング、

セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、セラミック弁、バルブシート、

カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、カムカバーパッキン、センサー基盤、

ギアパッキンギアパッキンギアパッキンギアパッキンギアパッキンギアパッキンギアパッキン

〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）〇配管確認（薬液漏れ）

〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認〇動作確認

〇外観確認〇外観確認〇外観確認〇外観確認〇外観確認〇外観確認〇外観確認

（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）（塗装、ドアハンドル、ヒンジ）

〇盤内機器確認〇盤内機器確認〇盤内機器確認〇盤内機器確認〇盤内機器確認〇盤内機器確認〇盤内機器確認

（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）（ブレーカー、リレー、端子台）

〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認〇ＰＬＣ、表示機動作確認

〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック〇ＰＬＣ、タッチパネルデータバック

アップ、時計補正アップ、時計補正アップ、時計補正アップ、時計補正アップ、時計補正アップ、時計補正アップ、時計補正

　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃　　ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃

　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整　　イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め　　ウ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め

　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充　　エ　次に示す消耗部品の交換又は補充

　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等　　 (ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等

　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類　　 (ｲ)　ランプ類、ヒューズ類

　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類　　 (ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類

　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油　　オ　接触部分、回転部分等への注油

　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修　　カ　軽微な損傷がある場合の補修

　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）　　キ　塗装（タッチペイント）

　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項　　ク　その他特記で定めた事項

 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (4)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。

 (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する (5)　点検及び保守の結果、故障等不具合が発覚した場合は原因を探求するとともに、必要な見積書を提出する

　　ものとする。　　ものとする。　　ものとする。　　ものとする。　　ものとする。　　ものとする。　　ものとする。

 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。 (6)　保守点検後、各機器の動作確認を実施し異状がないことを確認するものとする。

〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認〇注入圧力、注入量確認

製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社製造者名　共立機巧株式会社

製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社製造者名　大豊機工株式会社

形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ形　　式　３３５７０５Ｅ

１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検１　件　名　石垣（７）給水設備保守点検

　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。

　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検

２／７２／７２／７２／７２／７２／７２／７



件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

図 示図 示図 示図 示図 示図 示図 示

陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地

石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港

名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム

案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ案内図　Ｓ＝１／Ｘ

正門正門正門正門正門正門正門

２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物

（調整窓口）（調整窓口）（調整窓口）（調整窓口）（調整窓口）（調整窓口）（調整窓口）

２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物２３号建物配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ配置図　Ｓ＝１／Ｘ

平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００平面図　Ｓ＝１／２００
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機械室(１)機械室(１)機械室(１)機械室(１)機械室(１)機械室(１)機械室(１)

機械室(２)機械室(２)機械室(２)機械室(２)機械室(２)機械室(２)機械室(２)

機械室(3)機械室(3)機械室(3)機械室(3)機械室(3)機械室(3)機械室(3) 事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

便所便所便所便所便所便所便所 湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室

３／７３／７３／７３／７３／７３／７３／７

　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図　案内図、配置図、平面図

　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検　石垣（７）給水設備保守点検



件 名

図面名称

石垣（７）給水設備保守点検

２３号建物機械室平面図 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

４／７



件 名

図面名称

石垣（７）給水設備保守点検

２３号建物機械室断面図 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

５／７



件 名

図面名称

石垣（７）給水設備保守点検

機器詳細図（１） 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

６／７



件 名

図面名称

石垣（７）給水設備保守点検

機器詳細図（２） 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

７／７


